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隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ
る

生
活
相
談
（
人
権
・
福
祉
・
教
育
・
就

業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
相
談
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎

（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
現
在
、
消
費
生
活
相
談
窓
口
を
境

町
と
共
同
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
互
い

の
相
談
窓
口
が
利
用
可
能
と
な
り
、

対
面
で
相
談
で
き
る
回
数
が
増
え
ま

し
た
。

　
専
門
の
相
談
員
が
、
町
民
の
み
な

さ
ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解

決
に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
事
前
の
予
約
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
・
場
所
（
五
霞
町
）

　
12
月
７
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
午
前
８
時
15
分
～
午
後
４
時
15
分

○
報
酬
額
　
時
給
９
５
３
円
以
上

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
境
町
役
場
　
総
務
課

　
☎

（81）
１
３
０
０

※
受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

 

（
正
午
～
午
後
１
時
お
よ
び
閉
庁
日

を
除
く
）

　
就
職
し
て
も
す
ぐ
や
め
て
し
ま
う

方
、
一
人
で
就
活
す
る
の
に
不
安
を

お
持
ち
の
方
、
勇
気
を
出
し
て
相
談

か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
？

○
日
時
　
12
月
12
日
㈫

　
令
和
６
年
１
月
９
日
㈫

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

※
前
日
ま
で
の
予
約
制
　

○
場
所

　
多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー
　
相
談
室

○
対
象

　
15
歳
～
49
歳
ま
で
の
方
ま
た
は
保

護
者
・
関
係
者

○
お
問
い
合
わ
せ

　
厚
生
労
働
省
委
託
事
業

　
い
ば
ら
き
県
西
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

　
☎
０
２
９
６

（54）
６
０
１
２
　

　
茨
城
司
法
書
士
会
で
は
、
令
和
３

年
８
月
よ
り
「
離
婚
後
の
子
ど
も
の

養
育
に
関
す
る
無
料
電
話
相
談
事

業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
養
育
費
・

面
会
交
流
の
取
決
め
や
、
約
束
通
り

に
養
育
費
を
支
払
っ
て
も
ら
え
な
い

等
の
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は
お
気
軽

に
司
法
書
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
茨

城
司
法
書
士
会
事
務
局
（
☎
０
２
９

（
２
２
５
）
０
１
１
１
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
電
話
受
付
時
間

　【
平
日
】

　
午
前
９
時
～
正
午

　
午
後
１
時
～
午
後
５
時

※
相
談
の
お
申
込
み
後
、
３
日
程
で

司
法
書
士
か
ら
折
り
返
し
お
電
話

い
た
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
司
法
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
２
９
（
２
２
５
）
０
１
１
１

　
役
場
２
階
　
コ
ピ
ー
室

　
12
月
21
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
日
時
・
場
所
（
境
町
）

　
毎
週
水
曜
日

  

（
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
境
町
社
会
福
祉
協
議
会

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
町
で
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
学
校
給
食
の
調
理
お
よ
び
配
送
業

務
等
を
境
町
に
委
託
し
、
学
校
給
食

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
伴
い
、
境
町
立
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
の
調
理
員
を
募
集
し
ま
す
。

○
採
用
区
分
　
会
計
年
度
任
用
職
員

○
職
種
　
学
校
給
食
調
理
員

○
勤
務
場
所

　
境
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 

（
境
町
伏
木
１
２
７
８-

７
）

○
資
格
等
　
不
問

○
勤
務
時
間
　
月
曜
日
～
金
曜
日

掲

示

板

就
職
に
関
す
る
無
料
相
談
会

離
婚
後
の
子
ど
も
の
養
育
に

関
す
る
無
料
電
話
相
談
事
業

地
方
税
の
申
告
は

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
が
便
利
で
す

　
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
：
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
は
、
地
方

税
の
手
続
き
を
電
子
的
に
行
う
シ
ス

テ
ム
で
す
。
地
方
税
の
申
告
を
窓
口

に
出
向
く
こ
と
な
く
、
自
宅
や
オ
フ
ィ

ス
、
税
理
士
事
務
所
等
の
パ
ソ
コ
ン
か

ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
主
な
対
象
税
目

・
法
人
市
町
村
民
税

・
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

・
個
人
住
民
税
（
給
与
支
払
報
告
書

や
特
別
徴
収
関
連
手
続
）

○
利
用
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
前
０
時

※
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
（
12

月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

　
詳
し
い
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
地
方
税
共
同
機
構

　
☎
０
５
７
０
（
０
８
１
）
４
５
９

　
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
（
12

月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

生
活
相
談

消
費
生
活
相
談

募

集

境
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

調
理
員
を
募
集
し
ま
す


